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令和６年３月２７日判決言渡  

令和５年（行ケ）第１０１３１号 審決取消請求事件 

口頭弁論終結日 令和６年２月１４日 

判 決 

 

原      告      カ バ ー 株 式 会 社 

 

同訴訟代理人弁理士     古   岩   信   嗣 

 

被      告      特  許  庁  長  官 

同 指 定 代 理 人      岩   谷   禎   枝 

同             豊   田   純   一 

同             冨   澤   武   志 

同              須   田   亮   一 

主 文 

１ 原告の請求を棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

 特許庁が不服２０２２－１５４５０号事件について令和５年９月２２日にし

た審決を取り消す。 

第２ 事案の概要 

１ 特許庁における手続の経緯等（当事者間に争いがない。） 

(1) 原告は、令和３年１２月２２日、「ｈｏｌｏｌｉｖｅ Ｉｎｄｏｎｅｓｉ

ａ」の文字を標準文字で表してなる商標（本願商標）について、第３類、第

９類、第１４類、第１６類、第１８類、第２１類、第２４類～第２６類、第
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３５類、第４１類及び第４３類に属する別紙記載のとおりの商品及び役務を

指定商品及び指定役務として商標登録出願をした（商願２０２１－１５９９

７６）。 

(2) 原告は、令和４年８月１日付けで拒絶査定を受けたため、同年９月２９日、

拒絶査定不服審判を請求した。 

  特許庁は、上記請求を不服２０２２－１５４５０号事件として審理を行い、

令和５年９月２２日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決（本

件審決）をし、その謄本は同年１０月１０日原告に送達された。 

(3) 原告は、令和５年１１月９日、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起

した。 

２ 本件審決の理由の要旨 

   本件審決の理由の要旨は、以下のとおりである。 

  (1) 本願の指定商品及び指定役務の需要者には、全国に及ぶ一般消費者が含ま

れる。 

  (2)  「ｈｏｌｏｌｉｖｅ Ｉｎｄｏｎｅｓｉａ」の欧文字や「ｈｏｌｏｌｉｖ

ｅ」の欧文字が、原告の管理・運営に係る「ＶＴｕｂｅｒ（Ｖｉｒｔｕａｌ 

ＹｏｕＴｕｂｅｒ。キャラクター〔アバター〕を用いてインターネット上に

動画を投稿する者）」のグループ名として使用されている等の事情があった

としても、本願の指定商品及び指定役務の需要者である全国に及ぶ一般消費

者に至るまで、「ｈｏｌｏｌｉｖｅ Ｉｎｄｏｎｅｓｉａ」又は「ｈｏｌｏ

ｌｉｖｅ」の欧文字が、特定の「ＶＴｕｂｅｒ」に係るグループ名を表す語

として広く知られていたものと認めることはできない。 

(3) 本願商標の構成中の「Ｉｎｄｏｎｅｓｉａ」の文字を商品の産地又は販売

地並びに役務の提供の場所等を表示したものとして認識、理解する需要者も

相当程度存在するというべきである。 

   そうすると、本願商標をその指定商品中「インドネシアで生産又は販売さ
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れた商品」以外の商品、及びその指定役務中「インドネシアに関する役務」

以外の役務に使用するときは、その商品及び役務があたかも「インドネシア

で生産又は販売された商品」や「インドネシアに関する役務」であるかのよ

うに、商品の品質及び役務の質について誤認を生ずるおそれがある。 

したがって、本願商標は、商標法４条１項１６号に該当する。 

 ３ 取消事由 

商標法４条１項１６号該当性の判断の誤り 

第３ 当事者の主張 

 １ 原告の主張 

(1) 需要者について 

商品の品質又は役務の質の誤認を生じると、その商標から生じる観念を期

待して商品を購入し、あるいは役務の提供を受けた需要者に不利益を及ぼす

ことから、商標法１条に規定する「需要者の利益を保護する」という法目的

を実現させるために同法４条１項１６号が規定されている。 

したがって、同号の該当性判断において、本願商標の指定商品及び指定役

務の需要者は、単に、商標登録願の指定商品及び指定役務の記載のみから画

定するのではなく、本願商標の使用に係る指定商品及び指定役務の需要者と

みるべきである。 

本願商標を構成する「ｈｏｌｏｌｉｖｅ」の文字は、原告が管理及び運営

するＶＴｕｂｅｒのアバターであるキャラクターのグループ名称として使

用されるものである（甲２、３、３３）。本願商標を構成する「Ｉｎｄｏｎ

ｅｓｉａ」の文字は、「東南アジア群島部にある共和国のインドネシア」を

表すものであるが、「ｈｏｌｏｌｉｖｅ」の文字と合わせて「ｈｏｌｏｌｉ

ｖｅ Ｉｎｄｏｎｅｓｉａ」として、上記ＶＴｕｂｅｒのキャラクターグル

ープ「ｈｏｌｏｌｉｖｅ」に所属するキャラクターのうち、インドネシアを

拠点にして活動をしているものから構成されるグループ名称として使用さ



 

 
4 

れる（甲４）。 

本願商標は、このようなグループ及び当該グループの構成員である各キャ

ラクターと関連付けて、各本願指定商品及び指定役務について使用されるも

のである（甲５、２５～３２）。つまり、本願商標の使用に係る指定商品及

び指定役務は、このようなグループ関連の商品及び役務、いわゆるキャラク

ターグッズ等であり、当該グループ又はその構成員キャラクターのファン以

外の者が、本願商標を構成する「Ｉｎｄｏｎｅｓｉａ」の文字が前記グルー

プ及びキャラクターの活動拠点であることを知らずに、「インドネシアで生

産された商品」あるいは「インドネシアに関連する役務」等と認識して購入

することは、社会通念に照らして、およそ考えられない。本願商標の使用に

係る指定商品及び指定役務は、原告のウェブサイトを中心に販売及び提供さ

れているもので、例えば、本願商標「ｈｏｌｏｌｉｖｅ Ｉｎｄｏｎｅｓｉ

ａ」等をキーワードとしてインターネット検索を行わない限り当該ウェブサ

イトに到達しづらいことからも、当該グループ及び当該グループの構成員の

キャラクターのファン以外の者が本願商標に接する蓋然性は極めて低い。 

  (2) アイドルグループの名称における地名の使用について 

本願商標は、仮想的アイドルグループの名称として使用され、かつ、当該

仮想的アイドルグループ関連の商品及び役務に使用されるものである。 

一方、アイドルグループの名称には、当該グループの活動拠点を表す地域

的名称等が含まれることは周知の事実である（例えば「ＡＫＢ４８」の「Ａ

ＫＢ」の文字は、「秋葉原」を表している。）。このような地域的名称を含

む芸能人グループの名称の使用に係る商品等が多数存在しているが、当該地

域的名称は、当該商品の生産地等とは認識され得ない。 

  (3) 本願商標の周知性について 

令和４年９月２６日時点で、「ＹｏｕＴｕｂｅ」において、「ｈｏｌｏｌ

ｉｖｅ」の公式チャンネル（甲１４）には１８５万人、「ｈｏｌｏｌｉｖｅ 
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Ｉｎｄｏｎｅｓｉａ」の公式チャンネル（甲１５）には３８万人以上ものチ

ャンネル登録者がいる。「ｈｏｌｏｌｉｖｅ Ｉｎｄｏｎｅｓｉａ」のメン

バーであるＶＴｕｂｅｒそれぞれの公式チャンネル（甲１６～２４）も多数

の登録者を得ている。これらを合計すると、延べ８０６万人以上となる。 

商標審査基準は、「出願に係る商標が、出願人の店舗名、商号、屋号等を

表すものとして需要者に広く認識されて」いる場合には商標法４条１項１６

号は適用しない旨記載しているところ、上記の登録者数からは、本願商標が、

原告のＶＴｕｂｅｒのアバターであるキャラクターのグループ名称を表す

ものとして需要者に広く認識されているということができる。 

本件審決の認定は、本願商標が、本願商標の指定商品及び指定役務の出所

識別標識として需要者の間に広く認識されているか否かを問題としており、

判断の対象を誤ったものである。 

  (4) 国際的調和について 

     商標に国名が含まれる場合に直ちに誤認混同を生じると認定する国は日

本のみである。商品や役務において国境が無くなりつつある現在の状況にお

いて、外国と日本とで判断基準に大きな差があるのは問題である。 

２ 被告の主張 

   後記第４の１と同趣旨である。 

第４ 当裁判所の判断 

 １ 取消事由（商標法４条１項１６号該当性の判断の誤り）について 

  (1) 商標法４条１項１６号について 

商標法４条１項１６号の趣旨は、商標を構成する文字、図形等が直接的に

特定の商品の特性を表示したものであるため、当該商標が特定の商品以外の

商品に使用された場合に、取引者、需要者が商品の品質を誤認して、商品を

購入することがないように取引者、需要者の保護を図ることにある。取引者

又は需要者において、本願商標の構成から将来を含め一般に認識される特性
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を有する特定の商品と指定商品とが関連し、かつ、本願商標が表示している

特定の商品の特性と指定商品が有する特性が異なるため、本願商標を指定商

品に使用した場合に、本願商標が使用された「商品の品質の誤認を生ずるお

それ」があることになる。 

  (2) 本願商標について 

ア  本願商標は、「ｈｏｌｏｌｉｖｅ Ｉｎｄｏｎｅｓｉａ」の文字を標準

文字で表してなるものであり、「ｈｏｌｏｌｉｖｅ」の文字と「Ｉｎｄｏ

ｎｅｓｉａ」の文字との間には、１文字分の空白があり、「ｈｏｌｏｌｉ

ｖｅ」の文字と「Ｉｎｄｏｎｅｓｉａ」の文字を組み合わせたものと理解

される。 

「ｈｏｌｏｌｉｖｅ」の文字は辞書に載っていない造語であり、自他商

品の識別力を有するものである。「Ｉｎｄｏｎｅｓｉａ」の部分は、我が

国における英語ないしローマ字の普及度からみて、需要者において、「イ

ンドネシア」と読むこと、「東南アジア群島部にある共和国」（乙１）で

あるインドネシアを欧文表記したものであることが容易に理解できるも

のと認められる。 

そして、我が国において、国名としてのインドネシアは広く知られてい

る（乙２～４）。 

    イ 各種ウェブサイトによれば、自他商品又は自他役務の識別力を有する文

字と、「インドネシア」あるいは「Ｉｎｄｏｎｅｓｉａ」の文字を組み合

わせたものとして、「（Ｚａｌｏｒａ Ｉｎｄｏｎｅｓｉａ ザローラ・

インドネシア）」（乙８、ファッション）、「（Ｒｅｅｂｏｎｚ Ｉｎｄ

ｏｎｅｓｉａ リーボンツ・インドネシア）」（乙８、主にバッグ、靴、

ジュエリー）、「（Ｒｅｅ Ｉｎｄｏｎｅｓｉａ リー・インドネシア）」

（乙８、インドネシアのデザイナーが製作した衣料ブランドを取り扱う。）、

「マクドナルドインドネシア」（乙９、ファストフード）、「丸亀インド
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ネシア」（乙１０、うどん）がある。そして、これらは、いずれも、イン

ドネシアで生産される物又はインドネシアで提供される役務に関するも

のである。 

    ウ 本願の指定商品及び指定役務には、例えば、第３類「化粧品」「香料」、

第９類「スマートフォン用ストラップ」「コンピュータ用ゲームソフトウ

ェア（記憶されたもの）」「コンピュータ用ゲームソフトウェア（電気通

信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの）」「眼鏡の部品及び

附属品」、第１４類「貴金属，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品」「キ

ーホルダー」「身飾品」「時計」、第１６類「文房具類」、第１８類「か

ばん類」「傘」、第２１類「貯金箱」「お守り」、第２４類「布製身の回

り品」「布団」、第２５類「被服」「履物」、第２６類「頭飾品」、第３

５類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す

る便益の提供」「おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務にお

いて行われる顧客に対する便益の提供」「楽器及びレコードの小売又は卸

売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」、第４１類「電子出

版物の提供」「インターネットを利用して行う映像の提供、映画の上映・

制作又は配給、オンラインによる映像の提供（ダウンロードできないもの

に限る。）」「ビデオオンデマンドによるダウンロード不可能な映画の配

給、映画の演出（広告用映画の演出を除く。）」「オンラインによるゲー

ムの提供」及び第４３類「飲食物の提供」等、一般消費者が需要者となる

ものが含まれている。 

各種ウェブサイトには、これらの指定商品又は指定役務に対応する商品

又は役務であって、インドネシアで生産等されたもの、あるいはインドネ

シアに由来するものとして、例えば、化粧品、香水（乙３１）、香油（乙

３５）、携帯ストラップ（乙３８）、コンピュータゲーム（乙３２、３６）、

眼鏡スタンド（乙３７）、宝石（乙３９）、キーホルダー（乙２４）、宝
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飾品（乙２８）、時計（乙２９）、ペンケース（乙２７）、かごバッグ（乙

２６）、傘（乙４０）、貯金箱（乙４３）、お守り石（乙４１）、ブラン

ケット、タペストリー、テーブルクロス（乙３０）、布製インテリア（乙

４２）、クッションカバー（乙４４）、被服（乙２５）、パンプス（乙４

６）、ヘアアクセサリー（乙４７）、電気敷毛布（乙４５）、置物（乙４

９）、楽器（乙４８）、インドネシア制作の映画（乙３４）、インドネシ

ア料理（乙３３）等が、我が国で販売ないし提供されていることが示され

ている。 

    エ 以上のとおり、①本願商標のうち「ｈｏｌｏｌｉｖｅ」の部分は造語で

あり自他商品又は自他役務の識別力を有するのに対し、「Ｉｎｄｏｎｅｓ

ｉａ」の部分は、一般に知られた東南アジアの共和国であるインドネシア

を意味することは需要者において容易に理解できること、②自他商品又は

自他役務の識別力を有する文字と、「インドネシア」あるいは「Ｉｎｄｏ

ｎｅｓｉａ」の文字を組み合わせたものがインドネシアで生産される物又

はインドネシアで提供される役務に関して使用されていること、③本願の

指定商品及び指定役務には一般消費者が需要者となるものが含まれ、これ

に対応する商品又は役務でインドネシアで生産等されたもの、ないしはイ

ンドネシアに由来するものが我が国で販売ないし提供されていることが

認められるのであって、そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役

務について使用するときは、これに接する需要者は、その構成中の「Ｉｎ

ｄｏｎｅｓｉａ」の文字から、インドネシアで生産又は販売された商品や、

インドネシアに関する役務といった商品の品質又は役務の質を通常理解

するものというべきである。 

      一方、本願の指定商品及び指定役務は、インドネシアに関するものに限

定されていないから、インドネシアで生産又は販売された商品以外の商品

やインドネシアに関する役務以外の役務も含むことになる。 
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      以上によると、本願商標をその指定商品及び指定役務中、インドネシア

で生産又は販売された商品以外の商品や、インドネシアに関する役務以外

の役務に使用した場合には、商品又は役務の質の誤認を生じさせるおそれ

があるから、本願商標は、商標法４条１項１６号に該当するというべきで

ある。 

  (3) 原告の主張について 

ア 原告は、本願商標の使用に係る指定商品及び指定役務は、バーチャルア

イドルであるＶＴｕｂｅｒグループ関連の商品及び役務、いわゆるキャラ

クターグッズ等であり、当該グループ又はその構成員キャラクターのファ

ン以外の者が、本願商標を構成する「Ｉｎｄｏｎｅｓｉａ」の文字が前記

グループ及びキャラクターの活動拠点であることを知らずに、「インドネ

シアで生産された商品」あるいは「インドネシアに関連する役務」等と認

識して購入することは考えられず、本願商標の使用に係る指定商品及び指

定役務は、原告のウェブサイトを中心に提供されていることからも、上記

ファン以外の者が本願商標に触れることは考えにくい旨主張する。 

   しかし、本願商標の指定商品及び指定役務の需要者はＶＴｕｂｅｒグ 

ループのファンに限られるものではなく、また、原告の主張からしても、

原告のウェブサイトのみでこれらの商品が提供されているわけではない

のであって、原告の主張は採用できない。 

    イ 原告は、本願商標は、仮想的アイドルグループの名称として使用され、

かつ、当該仮想的アイドルグループ関連の商品及び役務に使用されるもの

であるところ、地域的名称を含む芸能人グループの名称の使用に係る商品

等において、当該地域的名称は、当該商品の生産地等とは認識され得ない

旨主張する。 

      しかし、一般需要者において、本願商標が芸能人グループの名称である

と認識するような事情は認められず、原告の主張は前提を欠くものである。 
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    ウ 原告は、ＹｏｕＴｕｂｅにおける「ｈｏｌｏｌｉｖｅ」、「ｈｏｌｏｌ

ｉｖｅ Ｉｎｄｏｎｅｓｉａ」及び「ｈｏｌｏｌｉｖｅ Ｉｎｄｏｎｅｓ

ｉａ」に属する個々のＶＴｕｂｅｒのチャンネルの登録者は延べ８０６万

人以上になるから（甲１４～２４）、本願商標は原告のＶＴｕｂｅｒのア

バターであるキャラクターのグループ名称を表すものとして需要者に広

く認識されている旨主張する。 

     しかし、「ｈｏｌｏｌｉｖｅ」のチャンネルの登録者は１８５万人である

（甲１４）ものの、その他の各チャンネル（甲１５～２４）については、映

像等の多くが欧文字で投稿されていることから、登録者のうちどの程度が

日本の需要者であるのかの裏付けはないというべきで、「ｈｏｌｏｌｉｖ

ｅ」、「ｈｏｌｏｌｉｖｅ Ｉｎｄｏｎｅｓｉａ」が原告のＶＴｕｂｅｒの

アバターであるキャラクターのグループ名称を表すものとして我が国の需

要者に広く認識されていると認めることはできない。 

   エ 原告は、商標に国名が含まれる場合に直ちに誤認混同を生じると認定す

る国は日本のみであり、不当である旨主張する。 

     しかし、本件審決は、商標に「Ｉｎｄｏｎｅｓｉａ」の文字が含まれるこ

との一事をもって本願商標が商標法４条１項１６号に該当すると認めたわ

けではなく、本願の指定商品及び指定役務に係る需要者の範囲とその認識

等について個別に検討・判断しているところ、その判断手法は相当である

から、原告の主張は採用できない。 

 ２ 結論 

   以上によれば、本願商標は商標法４条１項１６号に該当するから、原告主張

の取消事由は理由がなく、本件審決にこれを取り消すべき違法は認められない。

よって、原告の請求を棄却することとして、主文のとおり判決する。 

    知的財産高等裁判所第４部 
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裁判長裁判官                    

宮   坂   昌   利 

 

              裁判官                    

本   吉   弘   行 

 

              裁判官                    

岩   井   直   幸 
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（別紙） 本願の指定商品及び指定役務 

第３類「化粧品、香料」 

 第９類「業務用テレビゲーム機用プログラム、携帯情報端末の部品及び附属品、携

帯情報端末用カバー、携帯情報端末用ケース、携帯情報端末用ストラップ、スマート

フォン用カバー、スマートフォン用ケース、スマートフォン用ストラップ、電子計算

機用プログラム、コンピュータ操作用プログラム（記憶されたもの）、コンピュータ

ソフトウェア（記憶されたもの）、コンピュータソフトウェア用アプリケーション

（電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの）、コンピュータプロ

グラム（記憶されたもの）、コンピュータ用ゲームソフトウェア（記憶されたもの）、

コンピュータ用ゲームソフトウェア（電気通信回線を通じてダウンロードにより販

売されるもの）、コンピュータ用プログラム（電気通信回線を通じてダウンロードに

より販売されるもの）、眼鏡、サングラス、眼鏡の部品及び附属品、家庭用テレビゲ

ーム機用プログラム、携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回

路及びＣＤ－ＲＯＭ、レコード、インターネットを利用して受信し及び保存するこ

とができる音楽ファイル、録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テープ、録音

済みのコンパクトディスク、インターネットを利用して受信し及び保存することが

できる画像ファイル、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、アニメーション

を内容とする記録済み媒体及び動画ファイル、携帯電話用のダウンロード可能なエ

モティコン（絵文字）、携帯電話用のダウンロード可能な画像、録音済み又は録画済

みのコンパクトディスク、電子出版物」 

 第１４類「貴金属、宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品、キーホルダー、宝石

箱、身飾品、時計」 

 第１６類「文房具類、印刷物、写真、写真立て」 

 第１８類「かばん類、袋物、傘」 

 第２１類「清掃用具及び洗濯用具、湯かき棒、浴室用腰掛け、浴室用手おけ、貯金

箱、お守り、おみくじ」 
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 第２４類「布製身の回り品、かや、敷布、布団、布団カバー、布団側、まくらカバ

ー、毛布」 

 第２５類「被服、履物、仮装用衣服」 

 第２６類「頭飾品」 

 第３５類「広告業、スポーツイベントの後援を通じて行う商品及び役務の販売促

進・提供促進のための企画及びその実行の代理、織物及び寝具類の小売又は卸売の

業務において行われる顧客に対する便益の提供、被服の小売又は卸売の業務におい

て行われる顧客に対する便益の提供、かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務にお

いて行われる顧客に対する便益の提供、身の回り品の小売又は卸売の業務において

行われる顧客に対する便益の提供、加工食料品の小売又は卸売の業務において行わ

れる顧客に対する便益の提供、電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行わ

れる顧客に対する便益の提供、印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客

に対する便益の提供、紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧

客に対する便益の提供、運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す

る便益の提供、おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われ

る顧客に対する便益の提供、楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行わ

れる顧客に対する便益の提供、時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われ

る顧客に対する便益の提供、宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行

われる顧客に対する便益の提供」 

 第４１類「電子出版物の提供、オンラインによる電子出版物の提供（ダウンロード

できないものに限る。）、書籍の制作、オンラインで提供される電子書籍及び電子定

期刊行物の制作、インターネットを利用して行う映像の提供、映画の上映・制作又は

配給、オンラインによる映像の提供（ダウンロードできないものに限る。）、ビデオ

オンデマンドによるダウンロード不可能な映画の配給、映画の演出（広告用映画の

演出を除く。）、映画の脚本の作成、映画の字幕付け、インターネットを利用して行

う音楽の提供、演芸の上演、演劇の演出又は上演、音楽の演奏、オンラインによる音
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楽の提供（ダウンロードできないものに限る。）、ショーの演出、バラエティーショ

ーの上演、放送番組の制作、テレビジョン放送用娯楽番組の制作・配給、ビデオオン

デマンドによるダウンロード不可能なテレビジョン番組の配給、ラジオ及びテレビ

ジョンの番組の制作、ラジオ放送用娯楽番組の制作・配給、教育・文化・娯楽・スポ

ーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。）、音楽のプロデュー

ス（企画・制作）、カリグラフィーの制作、受託による作詞及び作曲、受託による作

曲、文章の執筆、興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行

及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。）、

コスチュームプレイに関する娯楽イベントの運営及び企画、パーティの企画、ファ

ッションショーの企画・運営（娯楽のためのもの）、会員制による教育・娯楽の提供、

娯楽の提供、娯楽分野における情報の提供、ユーザーによる評価を内容とする娯楽

に関する情報の提供、ユーザーによるランキングを内容とする娯楽に関する情報の

提供、ユーザーによるレビューを内容とする娯楽に関する情報の提供、レクリエー

ション活動に関する情報の提供、オンラインによるゲームの提供」 

 第４３類「飲食物の提供」 

       


